
税
納
税
通
知
書
」
を
発
送
し
ま
す　

※
非
課
税

の
方
に
は
発
送
し
ま
せ
ん

■
令
和
4
年
度
（
令
和
3
年
分
）
課
税
証
明
書

の
発
行
日

①
②
の
い
ず
れ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
発
送
日
以
降

に
発
行
で
き
ま
す　

※
コ
ン
ビ
ニ
で
の
発
行
は

6
月
9
日
㈭
開
始
予
定

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

I
納
税
通
知
書
＝
市
民
税
課　

J
(32)
6
2
5
3

・
6
2
5
4　

課
税
証
明
書
＝
窓
口
サ
ー
ビ
ス

課　

J
(32)
6
2
9
4

交
通
事
故
な
ど
に
あ
っ
た
と
き
は

国
民
健
康
保
険
に
届
出
を
！

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
が
、
交
通

事
故
な
ど
第
三
者
の
行
為
に
よ
る
け
が
で
保
険

証
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
保
険
年
金
課
に
届

け
出
が
必
要
で
す
。
印
鑑
、
保
険
証
、
事
故
証

明
書
な
ど
が
必
要
に
な
り
ま
す

I
保
険
年
金
課　

J
(32)
6
4
2
5

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）に
つ
い
て

4
月
1
日
現
在
の
所
有
（
使
用
）
者
へ
納
税
通

知
書
を
5
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
の
で
、
5
月

31
日
㈫
ま
で
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
の
交
付
を
受
け
て
い
る

方
の
た
め
に
使
用
す
る
、
本
人
ま
た
は
同
一
生

計
者
の
軽
自
動
車
な
ど
で
一
定
の
要
件
に
該
当

す
る
場
合
は
、
減
免
の
対
象
に
な
り
ま
す
。
令

和
3
年
度
以
前
に
減
免
を
受
け
た
方
が
軽
自
動

車
な
ど
を
乗
り
換
え
て
い
る
場
合
や
、
標
識
番

号
（
ナ
ン
バ
ー
）
を
変
更
し
た
場
合
も
新
た
に

申
請
が
必
要
で
す

H
I
減
免
受
付
は
5
月
31
日
㈫
ま
で
に
直
接　

市
民
税
課　

J
(32)
6
2
4
4

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
制
度

所
得
が
少
な
い
と
き
や
失
業
な
ど
に
よ
り
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
、
保
険
料
の

納
付
が
免
除
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
申
請

免
除
（
全
額
・
一
部
）、納
付
猶
予
（
50
歳
未
満
）、

学
生
納
付
特
例
が
あ
り
、
申
請
月
の
2
年
1
カ

月
前
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
申
請
で
き
ま
す

「納付・全額免除・一部免除・納付猶予」と
「未納」の違い

納付 全額
免除

一部
免除

納付猶
予・学
生納付
特例

未納

老齢・障害・
遺族基礎年金
の受給資格期
間に…

含ま
れる

含ま
れる

含ま
れる
（注2）

含ま
れる

含まれ
ない

老齢基礎年金
額の計算に…

含ま
れる

含ま
れる
（注1）

含ま
れる
（注1、
2）

含まれ
ない

含まれ
ない

注1　 保険料を納めた場合と比べて、受け取る年金
額が少なくなります

注2　 免除の減額後の保険料を納めないと「未納」
と同等の扱いとなります

I
市
保
険
年
金
課　

J
(32)
6
4
2
9

苫
小
牧
年
金
事
務
所　

J
(36)
6
1
3
5

固
定
資
産
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
は

家
屋
の
増
築
（
風
除
室
な
ど
も
含
む
）
や
、
取

り
壊
し
・
一
部
減
築
で
面
積
が
変
わ
っ
た
、
用

途
を
変
更
し
た
ま
た
は
車
庫
や
物
置
な
ど
を
新

設
し
た
場
合
は
固
定
資
産
税
が
変
動
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
の
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い　

※
法
務

局
で
登
記
申
請
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
に
限
る

I
資
産
税
課　

家
屋
係
＝
J
(32)
6
2
6
8　

土

地
係
＝
J
(32)
6
2
6
7

事
業
主
の
皆
さ
ま
へ　

■
障
害
者
雇
用
奨
励
金

※
令
和
4
年
度
よ
り
事
業
内
容
が
変
更

C
障
が
い
の
あ
る
方
を
雇
い
入
れ
、
職
場
定
着

を
促
進
す
る
た
め
厚
生
労
働
省
の
特
定
求
職
者

雇
用
開
発
助
成
金
（
特
定
求
職
困
難
コ
ー
ス
）

の
支
給
を
受
け
、
受
給
期
間
終
了
後
、
引
き
続

き
雇
用
を
継
続
し
た
事
業
者

 

支
給
額 

重
度
障
害
者
等
（
短
時
間
労
働
者
以

外
）
＝
12
万
円
（
1
年
継
続
雇
用
）（
6
カ
月

継
続
の
場
合
6
万
円
×
2
回
）　

短
時
間
労
働

者
、
身
体
・
知
的
障
害
者
＝
10
万
円
（
1
年
継

続
雇
用
）（
6
カ
月
継
続
の
場
合
5
万
円
×
2

回
）

■
中
小
企
業
人
材
育
成
補
助
金

C
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
の

主
催
す
る
研
修
（
W
e
b
研
修
も
可
）
を
受
け

る
方

 

支
給
額 

1
人
に
つ
き
2
万
円
（
市
内
開
催
ま
た

は
W
e
b
研
修
は
1
万
5
千
円
）
を
上
限
と
し
、

1
事
業
者
に
つ
き
年
間
で
最
大
10
万
円　

※
受

講
前
に
所
定
の
様
式
を
提
出

■
職
場
改
善
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
事
業

C
働
き
や
す
い
職
場
づ
く
り
に
取
り
組
む
市
内

企
業

 
支
援
内
容 

社
会
保
険
労
務
士
な
ど
の
専
門
家
に

よ
る
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
型
の
支
援

H
㈱
M
a
m
m
y 

P
r
o　

J
011 

(206)
9
1
5
0

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

I
工
業
・
雇
用
振
興
課　

J
(32)
6
4
3
2

広報とまこまい  令和4（2022）年・5月17
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アイコンの見方　　Aとき　Bところ　C対象　D内容　E料金（料金記載のないものは無料）　F定員　G持参する物　H申し込み　I詳細　　　　　


